
I nf ormat i on Pl aza

まちからのお知ら

せ

税
を
知
る
週
間

1
1
月
1
1
日
～
1
7
日

毎
日
の
暮
ら
し
と
深
く
結
び
つ

い
て
い
る
税
金
。
で
も
、
意
外
と

知
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
も
多
い
よ

う
で
す
。

是
非
こ
の
機
会
に
、
税
に
つ
い

て
考
え
て
み
て
は
い
か
が
で
し
ょ

う
か
。

黄
波
戸
温
泉

交
流
セ
ン
タ
ー

臨
時
休
館
の

お
知
ら
せ

露
天
風
呂
の
増
築
工
事
に
伴
い

平
成
1
4
年
1
1
月
1
8
日
(
月
)
か
ら
1
2
月

2
3
日
(
月
)
ま
で
の
間
、
臨
時
休
館
と

さ
せ
て
頂
き
ま
す
。
ご
迷
惑
を
お

か
け
致
し
ま
す
が
、
皆
さ
ま
の
ご

協
力
を
お
願
い
致
し
ま
す
。

この社会あなたの税がいきている

年
末
調
整
・
決
算
説
明
会
　
　

開
催
し
ま
す
～

長

門

税

務

署

～

◆
法
人
及
び
個
人
の
白
色
申
告
者

日
時
　
1
1
月
2
1
日
(
木
)

1
4時
～
1
6
時

場
所
　

ラ
ホ
ー
ル
ゆ
や

◆
青
色
申
告
者

日
時
　
1
1
月
2
6
日
(
火
)

1
4時
～
1
6
時

場
所
　

日
置
農
村
環
境
改
善
セ
ン

タ
ー

年
金
だ
よ
り

国
民
年
金
保
険
斜
は

納
期
限
ま
で
に
納
め
ま
し
ょ
う

国
民
年
金
は
、
全
て
の
人
に
共

通
の
「
基
礎
年
金
」
を
給
付
す
る

こ
と
を
目
的
に
運
営
さ
れ
て
い
ま

す
。
そ
の
費
用
は
、
日
本
に
住
所

の
あ
る
2
0歳
以
上
6
0歳
未
満
の
全

て
の
人
が
加
入
し
、
保
険
料
を
公

平
に
負
担
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
ま

か
な
わ
れ
る
仕
組
み
と
な
っ
て
い

ま
す
。
こ
れ
は
、
国
民
年
金
制
度

が
「
世
代
と
世
代
の
支
え
合
い
」

と
い
う
、
相
互
扶
助
を
基
本
と
し

た
考
え
の
た
め
で
す
。

平
成
1
4年
度
の
国
民
年
金
保
険

料
は
、
月
額
１
３
、３
０
０
円
で

あ
り
、
納
期
限
は
翌
月
の
末
日
と

な
っ
て
い
ま
す
。
但
し
、
翌
月
の

末
日
が
休
日
の
場
合
は
翌
日
と
な

り
ま
す
。
（
例
え
ば
、
1
0月
分
は

1
2月
２
日
）
保
険
料
が
納
期
限
内

に
納
付
さ
れ
て
い
な
い
た
め
に
、

障
害
基
礎
年
金
や
遺
族
基
礎
年
金

が
受
給
で
き
な
い
場
合
も
あ
り
ま

す
の
で
、
〝
納
期
限
内
に
忘
れ
ず

に
“
納
め
ま
し
よ
う
。
な
お
、

未
納
の
ま
ま
２
年
を
経
過
す
る
と
、

老
齢
基
礎
年
金
の
年
金
額
が
減
額

さ
れ
る
ば
か
り
か
、
場
合
に
よ
っ

て
は
受
け
ら
れ
な
く
な
る
こ
と
も

あ
り
ま
す
。
保
険
料
の
納
め
忘
れ

を
防
ぐ
た
め
に
、
便
利
で
確
実
な

口
座
振
替
や
お
得
な
前
納
制
度
が

あ
り
ま
す
の
で
、
役
場
町
民
福
祉

課
福
祉
国
保
係
ま
で
ご
相
談
く
だ

さ
い
。

3
7
-
2
1
1
1（
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線
７
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３
）

家屋調査にご協力ください　

本町では、平成15 年度の固定資産台帳の整備を行う

ため、新築や増築、取り壊し をされた家屋（住居、車

庫、納屋等）の調査を行っています。この調査は毎年

行なわれていますが、調査対象からもれ、ご迷惑をお

かけする場合がありますので、 次の様な ときは役場税

務課資産税係までご連絡ください。

○ 家屋の新築や増築、取り壊しのあったとき

○ 未登記家屋の名義（所有者）が売買などにより代

わったとき

○ 納税義務者が亡くなられ

たとき

役場税務課資産税係
37 ― 2 1 1 1 ( 内線719)

平 成 １５ 年 度

新 規 保 育 園 児 申 込 受 付 日

○ 日置保育園　11月５日（火）9時～11時
○ 黄波戸保育園　11月５日（火）14時～15時

※ 当 日は、 面接を 行いますので
児童と一緒に出席し てください。

当 日出 席で きな い 方は 、１１
月６ 日～ ８日の間に、 役場町民
福祉課福 祉国 保係で受 付を行っ
てください。
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